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予 算 説明書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

４６～４７ ２
総務費

１
総務管理費

７
企画費

【補助】新市庁舎建設事業費
市庁舎本館・議会棟解体

千円
１９６，４４７

※１ 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業（補助率1/3）
※２ 公共事業等債（充当率90％、交付税措置率22.2％）

一般単独事業債【石綿対策事業】（充当率95％、交付税措置率40％）
公共施設等適正管理推進事業債【除却事業】（充当率90％）

※３ 市庁舎建設整備基金繰入金

区分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金※１ 県支出金 地方債※２ その他※３ 一般財源

予算現額
千円

３８８，３４１
千円

６７，４６９
千円
－

千円
１７０，５００

千円
１５０，３７２

千円
－

支出予定額
千円

１９１，８９４
千円

３３，３３９
千円
－

千円
８４，２５１

千円
７４，３０４

千円
－

繰越明許額
千円

１９６，４４７
千円

３４，１３０
千円
－

千円
８６，２４９

千円
７６，０６８

千円
－

１ 事業費及び財源内訳

【事業期間】令和５年３月１５日～令和７年１月１０日
【総事業費】５５４,７２２千円
【進捗率】７６.９％（令和６年３月末予定）
【債務負担行為】令和４年度から令和６年度

２ 全体計画
年 度 事業費(千円) 備 考

令和４年度 ０ 契約のみ

令和５年度 ３８８，３４１ 部分払：70％

令和６年度 １６６，３８１ 完成払30％

合 計 ５５４，７２２

※1

※1 事務費120千円含む
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【工 事】
⾧崎市本庁舎ほか解体工事

（旧市庁舎本館・議会棟解体）

３ 繰越概要

令和４年度から６年度で債務負担行為を設定しているが、令和５年
度分の工事について、当初想定していた以外の箇所に石綿含有建材が
あることが判明し、その分析・確認、除去及び処分に不測の日数を要
したことにより工事が年度内に完了しない見込みであることに加え、
受注者が年度内に支払い予定の部分払等の請求を行わないことから、
事業費の一部を翌年度に支払う必要があるため。

４ 繰越事由

５ 位置図

市庁舎

旧市庁舎
別館

桜町駐車場

桜町公園

魚の町公園

勤労
福祉会館

旧地区労会館

旧議会棟 旧市庁舎
本館

・解体
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